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   第 ６ 回  熊本県議会  厚生常任委員会会議記録 

 

令和２年12月９日(水曜日) 

            午前９時58分開議 

            午前10時39分休憩 

            午前10時45分開議 

            午前11時58分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議案第１号 令和２年度熊本県一般会計補

正予算(第12号) 

議案第７号 令和２年度熊本県病院事業会

計補正予算(第２号) 

議案第８号 専決処分の報告及び承認につ

いてのうち 

議案第26号 指定管理者の指定について 

請第22号 「望まない受動喫煙」を防止す

るためさらなる分煙環境整備促進を求め

る請願 

閉会中の継続審査事件(所管事務調査)につ

いて 

報告事項 

   ①令和２年７月豪雨からの復旧・復興プ

ランについて 

  ②新型コロナウイルス感染症対策の強化

について 

③第８期熊本県高齢者福祉計画・介護

保険事業支援計画の策定について 

④くまもと障がい者プラン及び熊本県

障がい福祉計画の策定について 

⑤熊本県国民健康保険運営方針の改定

について 

――――――――――――――― 

出 席 委 員(８人) 

        委 員 長 山 口   裕 

        副委員長 中 村 亮 彦 

        委  員 岩 下 栄 一 

        委  員 藤 川 隆 夫 

        委  員 鎌 田   聡 

        委  員 竹 﨑 和 虎 

        委  員 西 村 尚 武 

        委  員 前 田 敬 介 

欠 席 委 員(なし) 

議   長        池 田 和 貴 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

健康福祉部     

部 長 渡 辺 克 淑 

       政策審議監 早 田 章 子 

医 監 迫 田 芳 生 

長寿社会局長 沼 川 敦 彦 

子ども・ 

障がい福祉局長 唐 戸 直 樹 

健康局長 岡 﨑 光 治 

首席審議員 

兼健康福祉政策課長 下 山   薫 

首席医療審議員 池 田 洋一郎 

健康危機管理課長 上 野 一 宏 

高齢者支援課長 篠 田   誠 

認知症対策・         

地域ケア推進課長 伊津野 裕 昭 

社会福祉課長 永 野   茂 

子ども未来課長 久 原 美樹子 

子ども家庭福祉課長 坂 本 弘 道 

障がい者支援課長 下 村 正 宣 

首席審議員 

兼医療政策課長 三 牧 芳 浩 

国保・高齢者医療課長 沖   圭一郎 

健康づくり推進課長 亀 丸 明 弘 

薬務衛生課長 樋 口 義 則 

知事公室 

首席審議員 

兼新型コロナウイルス 

感染症対策室長 波 村 多 門 

病院局 
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病院事業管理者 吉 田 勝 也 

総務経営課長 杉 本 良 一 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 平 江 正 博 

     政務調査課主幹 西 村 哲 治 

――――――――――――――― 

  午前９時58分開議 

○山口裕委員長 おはようございます。 

 ただいまから第６回厚生常任委員会を開会

いたします。 

 それでは、本委員会に付託された議案を議

題とし、これについて審査を行います。 

 本日は、新型コロナウイルス感染症対策と

して、３密を防ぐため、次第に記載のとお

り、執行部の説明及び質疑応答を２つのグル

ープに分けて実施することとしております。 

 前半グループでは、健康福祉部の健康福祉

政策課、健康危機管理課、長寿社会局及び子

ども・障がい福祉局について行います。後半

グループでは、健康福祉部の健康局及び病院

局について、それぞれ議案の説明を求めた

後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 それではまず、健康福祉部長から総括説明

をお願いします。 

 渡辺部長。 

 

○渡辺健康福祉部長 議案の説明に先立ちま

して、令和２年７月豪雨災害及び新型コロナ

ウイルス感染症への対応について御説明申し

上げます。 

 まず、令和２年７月豪雨への対応について

です。 

 ７月４日の発災から５か月が経過しまし

た。 

 県では、被災者の方々に安心して暮らして

いただく生活の場として、24団地、808戸の

応急仮設住宅の建設やみなし仮設住宅の確保

を進めています。11月25日時点で、これらの

仮設住宅等1,675戸に3,954人が入居され、最

大で2,500人を超えた避難所等への避難者数

も、現在では約70人まで減少しております。 

 このうち応急仮設住宅につきましては、被

災者の皆様に落ち着いた環境の中で新年を迎

えていただけるよう、スピード感を持って建

設を進め、人吉市に建設中の残り16戸も本日

完成いたします。 

 また、仮設住宅が建設された７市町村全て

に地域支え合いセンターが設置され、訪問活

動を通じ、仮設住宅の入居者や支援が必要な

在宅被災者の方々の生活再建に向け、市町村

や民間支援団体等と連携しながら、引き続き

しっかりと取り組んでまいります。 

 さらに、球磨川流域復興基金を活用し、自

宅再建に係る融資の利子助成や引っ越し費用

の助成など５つの支援策をパッケージにし

て、一日も早い住まいの再建を支援してまい

ります。 

 次に、新型コロナウイルス感染症への対応

についてです。 

 国内の感染状況が過去最多の水準となる

中、本県においても、連日、県内各地で多数

の新規感染者が確認されています。 

 新規感染者の中には、感染経路が不明な方

々も多く含まれております。さらに、熊本市

中心部の接待を伴う飲食店や医療機関等にお

いてクラスターも発生しており、今後、感染

が急速に拡大する可能性も否定できない状況

です。 

 そのため、健康福祉部では、季節性インフ

ルエンザの流行も見据えた診療、検査、入院

体制の整備やクラスター対策の強化を進める

とともに、県民の皆様に対し、12月18日まで

の間、感染防止対策の徹底や感染が拡大して

いる都道府県への旅行の自粛等の対策を集中

的に実施していただくよう要請しているとこ

ろです。引き続き、関係機関と連携しなが

ら、感染拡大の防止に全力で取り組んでまい

ります。 

 続きまして、本議会に提出しております健
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康福祉部関係の議案の概要について御説明申

し上げます。 

 今回提出しておりますのは、予算関係２議

案、条例等関係１議案でございます。 

 まず、議案第１号、令和２年度熊本県一般

会計補正予算では、新型コロナウイルス感染

症対策として、患者受入れのための病床確保

を行う医療機関への助成経費など75億円余の

増額、水害対策として、復興リハビリテーシ

ョンセンター運営経費など1,000万円余の増

額、通常予算として、母子生活支援施設等の

運営経費など3,000万円余の増額をお願いし

ております。 

 次に、議案第８号、専決処分の報告及び承

認についてでは、一般会計について、水害対

策として、住まいの再建のための利子助成経

費9,000万円余を増額する専決処分を行って

おり、今回、その承認をお願いするものであ

ります。 

 また、条例等関係につきましては、議案第

26号、指定管理者の指定についてを提案して

おります。 

 このほか、その他報告事項として、令和２

年７月豪雨からの復旧・復興プランについて

ほか４件を御報告させていただくこととして

おります。 

 以上が今回提案しております議案の概要で

ございます。詳細につきましては、関係各課

長が説明いたしますので、よろしくお願い申

し上げます。 

 

○山口裕委員長 引き続き、前半グループの

健康福祉部８課の議案について、執行部から

説明をお願いします。 

 なお、説明は効率よく進めるために、着座

のまま簡潔に行ってください。 

 それでは、議案第１号から説明をお願いし

ます。 

 

○下山健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 令和２年度11月補正予算について御説明申

し上げます。 

 厚生常任委員会説明資料の２ページをお願

いします。 

 まず、社会福祉総務費でございます。 

 右側の説明欄を御覧ください。 

 １の社会福祉諸費の地域支え合いセンター

運営支援事業につきましては、復興リハビリ

テーションセンターの運営経費として、 

1,132万円余を増額しております。 

 ２の国庫支出金返納金につきましては、過

年度分の国庫補助金の確定に伴いまして、 

215万円余を計上させていただいておりま

す。 

 続きまして、３ページをお願いします。 

 繰越明許費の設定でございます。 

 ここでは、健康福祉部高齢者支援課はじ

め、計５課分について、まとめて計上させて

いただいております。 

 まず、民生費、社会福祉費について、老人

福祉施設設備事業などで19億2,855万円余、

次に、衛生費のうち公衆衛生費について、新

型コロナウイルス感染症入院医療機関設備整

備事業などで12億3,731万円余、同じく環境

衛生費について、県食肉衛生検査所管理・運

営費などで１億6,358万円余、医薬費につい

て、薬事許認可事業で588万円余、次に、教

育費、教育総務費について、認定こども園施

設整備事業で3,331万円余、次に、災害復旧

費のうち教育災害復旧費について、私立学校

施設災害復旧事業で532万円余、民生災害復

旧費について、老人福祉施設等災害復旧等事

業などで20億3,938万円余、合計で54億1,335

万円余の繰越しをお願いしております。 

 次に、４ページをお願いします。 

 こちらは債務負担行為の設定でございま

す。 

 まず、保健・医療・福祉関係業務につきま

して、こちらは部全体の４課分をまとめた額
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でございます。 

 こちらは、新年度当初から業務を開始する

必要がある現任保育士等研修事業ほか５事業

について、計２億6,547万円余の債務負担行

為の設定をお願いするものです。 

 次に、総合福祉センター管理運営業務につ

きましては、熊本市の南千反畑にあります県

の総合福祉センターの指定管理者の指定期間

満了に伴いまして、令和３年度から５年度ま

での３年間の指定管理の指定に合わせまし

て、３か年分の委託料１億3,780万円余につ

いて、債務負担行為の設定をお願いするもの

でございます。 

 なお、指定管理者の指定に係る議案につき

ましては、後ほど説明させていただきます。 

 次に、応急仮設住宅賃借につきましては、

建設型応急仮設住宅及びプレハブ等仮設住宅

の賃借契約満了に伴いまして、令和３年４月

１日以降の延長契約に係る賃借料１億2,860

万円余の債務設定をお願いするものでござい

ます。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いします。 

 

○上野健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 令和２年度11月補正予算関係について御説

明申し上げます。 

 厚生常任委員会説明資料の５ページをお願

いいたします。 

 主な項目について御説明いたします。 

 予防費でございますが、５億1,719万円余

の増額補正をお願いしております。 

 説明欄、１の感染症予防費でございます

が、まず、(1)の保健所機能強化事業は、新

型コロナウイルスと季節性インフルエンザの

同時流行に備えて、受診する医療機関の案内

相談に対応する県の受診案内センター設置等

に要する経費でございます。 

 次に、(2)の感染症予防事業費でございま

すが、②は、熊本市の受診案内センター設置

等に要する経費の助成でございます。 

 続きまして、２の感染症発生動向調査費で

ございますが、(1)の感染症発生動向調査事

業の①は、診療検査医療機関等における新型

コロナ検査の自己負担額に対する助成額の

増、②は、保健所の負担軽減を図るための検

体採取業務の委託に要する経費でございま

す。 

 健康危機管理課は以上でございます。御審

議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○篠田高齢者支援課長 高齢者支援課でござ

います。 

 ６ページでございます。 

 老人福祉費で8,960万円の増額補正をお願

いするものでございます。 

 新型コロナ対応分としまして、２事業ござ

います。 

 まず、(1)の介護福祉士養成施設等におけ

る感染症予防事業につきましては、介護福祉

士養成施設等に配付いたしますマスク等の購

入に要する経費でございます。 

 (2)の介護サービス事業所等におけるサー

ビス継続支援事業につきましては、感染者等

が発生した介護サービス事業所等において、

介護サービスの継続に必要な経費について助

成をするものでございます。 

 高齢者支援課は以上でございます。御審議

のほどよろしくお願いいたします。 

 

○伊津野認知症対策・地域ケア推進課長 認

知症対策・地域ケア推進課でございます。 

 説明資料の７ページをお願いいたします。 

 老人福祉費でございますが、訪問看護ステ

ーションに係る新型コロナウイルス感染症緊

急包括支援事業につきまして、２億1,995万

円の増額補正をお願いするものでございま

す。 

 説明欄をお願いいたします。 
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 本事業は、①が、訪問看護ステーションに

おきます感染防止対策に要する経費について

助成するものでございます。②が、感染防止

対策を行う訪問看護ステーション職員への慰

労金を支給するものでございます。 

 認知症対策・地域ケア推進課は以上でござ

います。御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○坂本子ども家庭福祉課長 子ども家庭福祉

課でございます。 

 おめくりいただき、８ページをお願いいた

します。 

 上段、児童措置費で2,600万円余の増額補

正をお願いしております。 

 説明欄をお願いいたします。 

 母子生活支援施設等運営費の支弁でござい

ます。これは、町村にお住まいの方が入所さ

れる場合、県の福祉事務所で措置をいたしま

す。その費用が当初の見込みを上回るため、

増額補正をお願いするものでございます。 

 下段、母子福祉費として、100万円余の増

額補正をお願いしております。 

 説明欄、お願いいたします。 

 母子父子寡婦福祉資金貸付金のシステム改

修に要する経費でございます。国の高等教育

修学支援の新制度が本年度から始まったた

め、その支援額と本貸付金の貸付額の調整を

行うための電算システムの改修に要する経費

でございます。 

 続きまして、９ページ、お願いいたしま

す。 

 債務負担行為の設定と変更です。 

 上段、子ども・若者総合相談センター運営

業務については、主に15歳から40歳未満の困

難を有する若者に対するワンストップの総合

相談窓口を設置しております。３年契約の更

新時期に当たりますので、令和３年度から５

年度までの債務負担の設定をお願いするもの

でございます。 

 下段の児童家庭支援センター運営業務につ

いては、９月補正で、新規箇所分、３か所分

の債務負担をいただいたところでございます

が、今回は、既存分の荒尾・玉名地域につい

ても、来年度からの３か年契約の債務負担を

設定するため、今回、その１か所分を令和３

年度から５年度までの３か年分として、追加

設定をお願いするものでございます。 

 子ども家庭福祉課は以上でございます。御

審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○下村障がい者支援課長 障がい者支援課で

ございます。 

 説明資料の10ページをお願いいたします。 

 11月補正予算について御説明いたします。 

 まず、障害者福祉費で２万7,000円の補正

をお願いしております。これは、水俣病総合

対策費補助金により相談員の増員を補助して

いますが、水俣・芦北地域の障害福祉推進モ

デル事業におきまして、令和元年度の国庫補

助金の確定に伴い、返納金が生じたものでご

ざいます。 

 次に、下段の児童福祉施設費で190万円余

の増額補正をお願いしております。これは、

こども総合療育センターにおいて、来年３月

から開始されますマイナンバーカードの健康

保険証利用に対応するためのオンライン資格

確認システムの導入に要する経費でございま

す。 

 以上、11月補正予算としまして193万円の

補正をお願いしております。 

 障がい者支援課は以上でございます。御審

議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○山口裕委員長 次に、議案第８号及び第26

号の説明をお願いします。 

 

○下山健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 説明資料の16ページをお開きください。 
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 令和２年度10月専決予算関係について御説

明を申し上げます。 

 社会福祉総務費でございます。 

 右側の説明欄を御覧ください。 

 １の社会福祉諸費の住まいの再建支援事業

につきましては、住まいの再建に要する利子

助成、融資利子に対する助成額を9,725万円

計上しておりまして、10月28日に専決処分を

行っております。 

 なお、この10月28日の専決におきまして、

球磨川流域復興局のほうで球磨川流域復興基

金交付金としての被災市町村への補助金を創

設しておりまして、その中にも、本部でいい

ますと、恒久的住まいの転居費、民間賃貸住

宅への入居費助成などの支援策もこちらの方

で盛り込まれております。 

 続きまして、条例等議案のほうに移りま

す。 

 資料の17ページをお願いいたします。 

 議案第26号、熊本県総合福祉センターの指

定管理者の指定についてでございます。 

 次の18ページの方で御説明を申し上げま

す。 

 県総合福祉センターの指定管理候補者につ

きましては、１の選定の経緯にありますとお

り、本年９月11日から10月５日にかけて公募

を行いまして、10月19日に外部有識者による

選考委員会を開催しまして、申請者の事業計

画の審査を行いました。 

 ２の選定理由でございます。 

 申請者は、現在指定管理者である社会福祉

法人熊本県身体障害者福祉団体連合会と株式

会社三勢の２者で構成するグループのみでご

ざいました。 

 選考委員会におきましては、インターネッ

トを活用することで施設の利用拡大を図る

点、直営で各種事業を実施することで経費削

減を図った点、また、これまでの経験から安

定的な管理運営を行う能力を有しているな

ど、高く評価されたことから、指定管理候補

者として適当であるという御意見をいただき

ました。これを踏まえまして、同グループを

選定したところでございます。 

 なお、指定管理者の指定に当たりまして

は、地方自治法第244条の２第６項の規定に

よりまして、議会の議決を経ることとされて

おりますので、今回提案をさせていただくも

のでございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○山口裕委員長 以上で前半グループの説明

が終わりましたので、議案について質疑を受

けたいと思います。 

 なお、質疑は、該当する資料のページ番

号、担当課と事業名を述べてからお願いいた

したいと思います。 

 また、質疑を受けた課は、課名を名のった

上で着座のまま説明を行ってください。 

 それでは、質疑に移ります。 

 質疑はありませんか。 

 

○鎌田聡委員 ５ページの感染症予防費で、

(1)ですね。保健所機能強化事業で県の受診

案内センター設置等に要する経費ということ

で上がっておりますけれども、これは、人員

的な増とか、そういったのも含めての、どう

いう内容の経費なんですか。 

 

○上野健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 お尋ねの件につきましては、実際には郡市

医師会に委託をするものがメインになってお

ります。 

 

○鎌田聡委員 保健所にこういったセンター

を設置するということじゃなくて、医師会の

方で対応していただくということで――医師

会の体制あたりは大丈夫なんですか。 
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○上野健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 県の医師会と郡市医師会と合わせて、ずっ

と協議をしてまいりまして、15郡市医師会ご

ざいますが、全ての郡市医師会で受託をして

いただけるということになりまして、もう既

に委託も進めているところでございまして、

11月から、既存の24時間体制でありましたコ

ールセンター、郡市医師会で受けられないと

きにはそちらの方に電話が飛ぶような形、ナ

ビダイヤルを使って、そちらの方で対応して

いきたいというふうに考えております。 

 

○鎌田聡委員 今結構問合せというのはある

んですかね、件数的に。 

 

○上野健康危機管理課長 11月時点で600件

ほど問合せは入っております。 

 

○鎌田聡委員 熊本市を除いて。 

 

○上野健康危機管理課長 いや、熊本市も含

めましての数になっております。 

 

○鎌田聡委員 これから、またたくさん増え

てくるというふうに思いますので、大変でし

ょうけれども、しっかりとよろしくお願いし

たいと思いますし、また、最近、感染者も、

県内でも昨日は26～27ですか、かなり増えて

きている状況の中で、部長の挨拶でもありま

したけれども、12月18日までが一応集中的な

自粛をやっていくということでありますけれ

ども、何かもう少しちょっと県民の皆さん

に、やっぱり危機感も含めて訴えていく必要

があるんじゃないかなというふうに思いまし

て。やっぱり結構出歩いている人もいらっし

ゃれば、会食も、用心はされていると思いま

すけれども、こういう時期でもありますの

で、会食行かれているところ、そしてまた、

飲食店あたりも対策をしているところもあれ

ば、してないところもあるという状況ですか

ら、いま一度ちょっと、18日までとなります

ので、あと10日ぐらいまだありますので、そ

の間でやっぱり感染者かなり出る可能性もあ

りますから、ちょっともう少し早めに自粛等

の要請も強めのやつをやるべきじゃないかと

思いますけれども、その辺の対応は考えてな

いんですよね、県のほうでは。 

 

○波村新型コロナウイルス感染症対策室長 

新型コロナ感染症対策室でございます。 

 国の分科会の方で、感染が急速に拡大して

いる地域では、12月中旬までの３週間に集中

して強い措置が必要との明言を出しておられ

ます。 

 本県につきましては、まだ国が感染が増加

している地域、つまり、ステージ３の地域と

いうふうに言われてませんけれども、鎌田議

員御指摘のとおり、最近増えておりますの

で、熊本市と連携して、県民への注意喚起を

行ってまいりたいと思っております。そし

て、18日を迎えまして、その時点での感染状

況を踏まえ、改めて判断をしていくこととし

ております。 

 以上でございます。 

 

○鎌田聡委員 また、熊本市と連携して注意

喚起ということでありますから、できれば早

めに、18日待つことなく、やっぱり注意喚起

をして、やっぱり非常に今重要な、そしてま

た、危険な状況ですよということのメッセー

ジを発していただきたいと思いますので、ぜ

ひ早めによろしくお願いしたいと思います。 

 

○山口裕委員長 よろしいですか。 

 ほかに、質疑は。 

 

○岩下栄一委員 関連ですけれども。患者の

速報を毎日ファクスで送っていただいて大変

ありがとうございます。ところが、その速報
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値とメディアが報道する数の間に誤差があり

ますね。誤差というか、報道の数と県から出

たやつは大分違うんですね。これはどういう

ことですかね。 

 

○上野健康危機管理課長 県のほうで公表し

ております数字が15時に公表しておりまし

て、その後に発生した分、熊本市で陽性が判

明した分につきましては、熊本市が、その

後、夜にかけて公表した分というのがござい

まして、そこで数字がずれてきているという

事実がございます。 

 

○岩下栄一委員 それは分かりました。 

 ただ、最初は、３人出た、５人出たと大騒

ぎしてたのに、今は、１日に20人とかなんと

か出て、大変やっぱり不安が増大していると

思います。そういう中で、検査体制を再構築

する必要があるんじゃないかなと。社会的検

査というかな、希望する人は随分多いと思う

んですよ。知人の話で、随分やっぱり感染対

策が不十分な店舗でね、感染拡大が進んでい

るんじゃないかという話がありましたね。そ

の人が行ってるか行ってないかは知りませ

ん。 

 それから、ＧｏＴｏキャンペーンで熊本に

やってくる人もいると思うんですよね。この

間、東京から２～３日前帰ってきたら、全日

空機はいっぱいだったですもん。よそから来

よるなあと、熊本の人じゃなかったですね、

みんな降りたらすぐあそこのレンタカーのと

ころに長蛇の列でしたよ。レンタカーを借り

て県内の観光地に行くんじゃないかなと。そ

ういうような状況の中で、もっともっと増え

ますよ、今後。だから、新しい検査体制を構

築すべきじゃないかな。具体的にどういう形

というのは私は分からぬけれども、それにつ

いて、課長さん、どうですか。 

 

○上野健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 まず、社会的検査でございますけれども、

熊本県では、従来から、必要に応じ、幅広く

検査というのはやってはきているところでご

ざいます。今後は、秋冬に向けまして検査体

制の拡充ということで、かかりつけ医とか最

寄りの医療機関で検査をやっていただくよう

な体制を今構築しておりまして、現時点で、

609の医療機関で検査をやっていただけると

いうことになっておりまして、それ以外にも

検査はやられていると思いますが、少なくと

も手を挙げていただいたところだけでも609

医療機関ございます。そちらの方では、その

場でキットを使っての検査というのも可能で

ございますので、現時点では、１日最大では

8,600検体の検査ができる、計算上ですが、

そのようになっておりまして、そちらの方で

検査は受けていただけるようにはなっている

と思います。 

 ただ、症状がない方につきまして、どこま

で検査を広げていくのかということにつきま

して、国の11月20日に出ました通知では、感

染が拡大している地域、国で示す指標ではス

テージ３とか４とかになると思いますが、そ

ういったところでクラスターが複数発生して

いる場合においては、幅広く検査をやれとい

うような通知も出ているところでございます

が、現時点で、熊本県では、まだそこまでの

状況ではございませんが、可能な限り幅広く

検査は実施している状況ではございます。 

 

○岩下栄一委員 発生が、長崎とか佐賀はえ

らい少なくて、熊本は極端に増えてるじゃな

いですか。その原因は一体何なのかというこ

とを十分分析されて対応していただいたほう

がいいと思います。まあそういうことです

ね。 

 

○山口裕委員長 よろしいですか。 

 ほかに。 
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○藤川隆夫委員 11ページの感染症予防費の

分で、実は新型コロナウイルス感染症、いろ

んな意味で少しずつ流行が拡大している状況

があり、都市圏において、保健所の問題、あ

るいはそれに従事するスタッフの問題等が報

道等でも大分出てきております。それで、熊

本県においての状況については時々話を私も

聞かせてもらっているところではあります

が、現時点において、現在の病床の稼働率並

びに重症者の数がどの程度あるのか、そし

て、その中で、ホテル等の療養施設を使って

いる方がどの程度いるのか、在宅でどの程

度、かかって待機されている人がいるのか

等、ちょっとお知らせ願えればと思います。 

 

○山口裕委員長 藤川委員、医療政策課は今

……。 

 

○藤川隆夫委員 違うのか。 

 

○山口裕委員長 はい、後半グループ。後で

よろしいですか。 

 

○藤川隆夫委員 後でいいです。このことは

後で聞きます。 

 もう１点、いいですか。 

 やっぱりコロナ絡みの話なんですけれど

も、訪問看護ステーションの話が、実は７ペ

ージに出ておりまして、実は訪看の方々が実

際に訪問して対応されているわけなんですけ

れども、この新型コロナウイルス感染症の拡

大に伴って、実は、なかなかその家庭に入り

づらいという話もあるし、また、その場で感

染が起こった場合の対応等について大変苦慮

されている状況があります。そのような状況

の中で、実際にこの訪問看護ステーション自

体が、動きですね、活動状況並びに経営的に

も大分厳しくなっているような訪看があると

いうふうにも聞いておりますので、このコロ

ナによって閉じられた訪看があるのかどうか

も含めて、ちょっと今の現況を教えていただ

ければと思います。 

 

○伊津野認知症対策・地域ケア推進課長 認

知症対策・地域ケア推進課でございます。 

 訪問看護ステーションにつきましては、大

変そういうような対応の難しさですとか、経

営上の厳しさというのをお伺いしているとこ

ろでございます。今現在、看護協会のほうか

ら訪問看護ステーションに対してアンケート

調査をやっているところでございまして、そ

の分析を現在されているところでございま

す。まだ集計整っておりませんので、確定値

ではございませんけれども、閉鎖したという

ところはないようでございます。また、赤字

というところも、確かにちょっとあるようで

ございますけれども、何とか今経営のほう成

り立っていっているというふうなところでご

ざいます。 

 今後、いろんな形で結果がまとまりました

後にいろいろ支援策を考えていきたいという

ふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○藤川隆夫委員 アンケート調査が分かり次

第、今おっしゃったように、きちっとした対

応をしていただかないと、恐らく訪看自体が

動きがさらに鈍くなって、場合によっては、

経営的に悪化し、閉じなきゃいけないような

状況にも陥るというふうに考えておりますの

で、そこはよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 

○山口裕委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○西村尚武委員 先ほどの岩下先生の関連な

んですが、コロナに関してＰＣＲ検査を今 

609の病院施設で受けて、１日8,600検体は採
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ると。ただ、症状がない場合は、まだ今はお

願いしても受けられぬわけですか。 

 

○上野健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 診察の上、医師が必要と判断した場合にお

いては検査はできます。あとは、もし陰性確

認の検査をしたいということであれば、今の

ところ自由診療という形で、検査を受け付け

ている医療機関、検査機関にお願いをして検

査をしていただくと。それと、一部ですが、

コロナ健診を始められている医療機関もござ

いまして、普通の健康診断の中にコロナの検

査も取り入れた形での健診をされている医療

機関というのもあるように聞いております。 

 

○西村尚武委員 私の周りでも、結構出張が

前に比べて出るようになってきたと、県外

に。その部分では、個人が望めばＰＣＲ検査

を受けられないのかという問合せが最近結構

出てきたもんだから。それと、あと、抗体検

査ってありますでしょう。その抗体検査とい

うのは、ＰＣＲとはまた全然違うもんなんで

すか。 

 

○上野健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 抗体検査につきましては、かかったことが

あるかどうかの確認をする検査になりまし

て、抗体は、かかってから大体２週間ぐらい

した後に抗体が出てくると。その血液中の抗

体を測定するキットもありますし、もうちょ

っと詳しい分析機器を使った検査というのも

ございますが、通常はキットを使った検査に

なると思いますが、そちらにつきましては、

精度の問題もございますし、あと、かかった

かどうかの判断であって、現在ウイルスを排

出しているというわけではないということで

ございますので、診断には用いられていない

検査になります。 

 

○西村尚武委員 何か抗体検査とＰＣＲが混

同されとる部分があると。私も一緒なんです

けれども。病院とかで抗体検査をと言っても

あまり意味がないというふうな返答が返って

きたりとか、その辺が何か徹底しとらぬな

と。結構戦々恐々としながら仕事をしないわ

けにいかぬもんだから、できれば、ＰＣＲを

一般でも希望すれば、費用かかってもいいか

ら受けられるようにしてほしいと。その場合

のその試薬、キットの数ですが、その辺は今

十分に確保されているんですか。 

 

○上野健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 陰性確認は、いわゆる仕事のためにとかで

陰性を確認したいと、そちらについては県の

ほうでは今実施しておりませんので、民間の

検査機関での検査もしくは医療機関での自分

のところの器械を使った検査という形になろ

うかと思いますが、国産の器械とか試薬に関

しては、今のところ手に入るということです

が、一部、アメリカからの試薬とかが、割当

制になっているということは耳にしておりま

すが、ほかのＰＣＲの試薬とか、あと、ＬＡ

ＭＰ法というもうちょっと簡単にできる遺伝

子増幅の検査ですが、そういった器械の試薬

に関しては手に入るというふうに聞いており

ます。 

 

○山口裕委員長 よろしいですか。 

 

○西村尚武委員 じゃあすみませんが、よろ

しくお願いします。結構そういう望む声が出

てきているもんですから。 

 以上です。 

 

○竹﨑和虎委員 先ほど岩下先生のお話にも

ちょっと絡んでくるんですが、県のほうの範

囲内でのコロナの感染者の方々、私もメール
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で毎日報告をいただいて非常にありがたく思

っているんですけれども、熊本市のそういっ

た感染者であったり、詳細な情報というのは

県のほうには報告があっているんですか、毎

日。 

 

○上野健康危機管理課長 報告はいただいて

おりますし、連携をして発表もしていってい

るところでございます。 

 

○竹﨑和虎委員 今日、熊本市選出の先生方

いらっしゃいますけれども、市の分は報告が

ないんですよね。自分でホームページを見る

しかないんですよ、我々は。で、住民の方々

からいろいろ聞かれるけれども、なかなかお

答えができないところもあるもんだから、そ

ういった何か情報があれば、そういったのい

ただければと思うんですよ。もしほかの先生

方に来とって私だけ来とらぬのかもしれない

けれども、そこも地域の方に聞かれるんです

よ、いろいろ、どうなってるのかとか。郡部

の先生方だと、直接電話があったりとかいう

先生方もいらっしゃるもんだから、ぜひちょ

っと熊本市のほうもいただきたいんですけれ

ども、それは可能ですか。 

 

〇山口裕委員長 個人的にはホームページを

確認するというのはやってますけれども、ど

うなんですかね。 

 

○上野健康危機管理課長 熊本市が公表した

分につきましては、我々のほうにもメールで

送っていただいておりますので、そちらのほ

うを提供するということは可能かというふう

に考えております。 

 

○竹﨑和虎委員 ちょっとまた個人的にもお

願いをしたいと思います。すみません。 

 ちょっと別の質問。先ほど藤川先生のほう

からもあった訪問看護の件があったり、ま

た、介護福祉士のお話も先ほど説明をいただ

いたところですけれども、その医療現場にお

いて、先般、看護師さん方と意見交換をする

場があって伺ったことなんですけれども、相

当逼迫した状況にあって離職者も出たり、ま

た、今後離職を考えている方もいらっしゃる

ように聞いておって、抜けたら、その人の分

まで残された方々でやらなきゃいけないとい

うことで、もう大変なんですよというお話を

聞いたところなんですよ。で、その穴埋めと

いいますか、そういった対策は何かなされて

いるのか。 

 

○伊津野認知症対策・地域ケア推進課長 看

護師の確保につきましては、実はもう医療政

策課のほうで対応しておりますが、こちらの

ほうは、今お話ございましたように、先ほど

申し上げましたアンケートの中でもやはり離

職者があるというふうな、そういうような情

報も上がってきておるところでございます。

これは、何らか今後、そのようなアンケート

に基づきまして、いろんな対策を打っていか

なければならないと、当課のほうでも考えて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

 

○山口裕委員長 ほかにありませんか。 

 

○前田敬介委員 聞き落としだったらすみま

せん。９ぺージの子ども家庭福祉課の児童家

庭支援センター運営業務委託の令和５年度だ

け3,000万ぐらい少ないんですけれども、金

額の違い、内容を教えてください。 

 

○坂本子ども家庭福祉課長 これは債務負担

行為の設定で、これが９月補正で承認をいた

だいた新規事業の３か所分が、令和２年度か

ら２、３、４の債務負担を設定しておるの

に、ちょっと議案の都合上、今度の分は、そ

れに３、４、５と１か所分1,200万を追加す
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るという形なので、こういう形になっておる

という状況でございます。 

 以上です。 

 

○山口裕委員長 よろしいですか。 

 

○前田敬介委員 はい。 

 

○山口裕委員長 ほかにありませんか。 

 なければ、以上で前半グループの質疑を終

了します。 

 それでは、説明員の入替えを行いますの

で、しばらくお待ちください。 

 再開は、あちらの時計で10時45分といたし

ます。 

  午前10時39分休憩 

――――――――――――――― 

  午前10時45分開議 

○山口裕委員長 後半グループの付託議案審

査に入る前に、今回付託された請第22号につ

いて、提出者から趣旨説明の申出があってお

りますので、これを許したいと思います。 

 それでは、請第22号についての説明者を入

室させてください。 

  （請第22号の説明者入室) 

○山口裕委員長 説明者の方に申し上げま

す。各委員には、請願書の写しを配付してお

りますので、説明は簡潔にお願いいたしま

す。 

 それでは、請第22号の御説明をよろしくお

願いいたします。 

  （請第22号の説明者の趣旨説明) 

○山口裕委員長 趣旨はよく分かりました。

後ほどよく審査しますので、本日はこれでお

引取りをお願いいたします。本日はありがと

うございました。 

  （請第22号の説明者退室) 

○山口裕委員長 それでは、後半グループの

健康福祉部の３課及び病院局について、付託

議案の審査を行います。 

 まずは、健康福祉部から説明をお願いしま

す。 

 なお、説明は効率よく進めるため、着座の

まま簡潔に行ってください。 

 それでは、議案の説明をお願いします。 

 

○三牧医療政策課長 医療政策課でございま

す。 

 厚生常任委員会説明資料の11ページをお願

いいたします。 

 予防費で65億2,766万円の増額をお願いし

ております。 

 右の説明欄１、感染症予防費の感染症対策

特別促進事業ですが、新型コロナウイルス感

染症患者等の受入れのために、病床を確保し

た医療機関に対する空床補償に要する経費で

ございます。中等症以上の患者を診る重点医

療機関に対する空床補償の単価が引き上げら

れたことに伴い、所要額を増額するものでご

ざいます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○亀丸健康づくり推進課長 健康づくり推進

課でございます。 

 説明資料の、おめくりいただきまして、12

ページをお願いいたします。 

 公衆衛生総務費でございます。今回、１億

5,100万円余の増額補正をお願いしておりま

す。 

 右の説明欄を御覧ください。 

 衛生諸費につきまして、新型コロナ対応関

係の軽症者等療養支援体制整備事業でござい

ます。これは、新型コロナウイルス感染症の

軽症者等が宿泊療養等を行うために必要な生

活支援、健康管理などに要する経費でござい

まして、令和３年の３月まで宿泊療養施設を

設置することを想定いたしまして、運営に係

る経費を増額するものでございます。 

 健康づくり推進課は以上でございます。御

審議のほどよろしくお願いいたします。 
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○樋口薬務衛生課長 薬務衛生課でございま

す。 

 説明資料の13ページをお願いいたします。 

 薬務費について、588万円余の増額をお願

いしております。 

 右の説明欄をお願いいたします。 

 １、薬務行政費ですが、薬事許認可事業に

おいて、法律の一部改正による制度導入に伴

い、衛生総合情報システムの改修に要する経

費でございます。 

 薬務衛生課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○山口裕委員長 続いて、病院局の説明をお

願いします。 

 まず、病院事業管理者から総括説明をお願

いします。 

 吉田病院事業管理者。 

 

○吉田病院事業管理者 病院局でございま

す。 

 本議会に提出しております議案の概要説明

に先立ちまして、最近の県立こころの医療セ

ンターの運営状況につきまして御報告申し上

げます。 

 本年は、新型コロナウイルス感染症の拡大

を受け、来院者に対する玄関での検温の実施

や面会の制限など、感染拡大防止に努めます

とともに、通所リハビリテーションや訪問支

援を休止するなど、一部業務を縮小する形で

の運営を行ってまいりました。 

 加えまして、患者の受診控えなども見られ

ましたことから、上半期の外来患者数が前年

度から12.5％の減少、医業収益も4.4％の減

少となっておりまして、経営面ではやや厳し

い状況となっております。 

 こうした中で、こころの医療センターで

は、県立の精神科病院として、結核病床を活

用し、精神疾患のある軽症の新型コロナウイ

ルス感染症の患者の受入れ体制を確保し対応

してまいりました。 

 また、本年は、児童・思春期専用病床を開

設して３年目となりますが、民間病院からの

依頼患者を受け入れるなど、引き続き児童・

思春期医療にも積極的に取り組んでおりま

す。 

 今後とも、県立の精神科医療機関としての

役割を果たしていく所存でございます。 

 それでは、本議会に提案しております病院

局の予算関係議案について御説明いたしま

す。 

 議案第７号、令和２年度熊本県病院事業会

計補正予算(第２号)ですが、これは、令和３

年４月１日から継続して実施する必要のある

業務のうち、入札及び契約事務に相当の期間

を要する庁舎の管理業務等につきまして、債

務負担行為の設定をお願いするものでござい

ます。 

 詳細につきましては、総務経営課長から説

明させますので、御審議のほどよろしくお願

いいたします。 

 

○山口裕委員長 引き続き、議案第７号の説

明をお願いします。 

 

○杉本総務経営課長 総務経営課でございま

す。 

 説明資料の14ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の設定についてであります。 

 こころの医療センター業務のうち、庁舎等

管理及び医事の業務委託につきましては、令

和３年４月１日から業務を行うため、今年度

中に契約事務を行う必要があります。このた

め、庁舎等管理業務においては6,191万円

余、医事業務については、３年契約とするた

め、令和５年度までに8,882万円余の債務負

担行為の設定をお願いするものであります。 

 説明については以上でございます。御審議

のほどよろしくお願いいたします。 
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○山口裕委員長 以上で後半グループの説明

が終わりましたので、議案について質疑を受

けたいと思います。 

 なお、質疑は、該当する資料のページ番

号、担当課と事業名を述べてからお願いいた

したいと思います。また、質疑を受けた課

は、課名を名のって着座のまま説明を行って

ください。 

 それでは、質疑に移ります。 

 

○藤川隆夫委員 11ページと12ページに関わ

る話であります。新型コロナウイルス感染症

拡大を続けておりまして、都市圏においては

病床の利用率が高くなり、そして、その中で

医療崩壊の危機もあっているような報道等が

なされております。そのような状況におい

て、熊本県においても、既に1,100名近い方

が累積で罹患されておりますし、その中で、

重症者もいらっしゃるでしょうし、中等症者

もいらっしゃると思います。また、軽症者の

方もいると思いますので、その中で、実際の

病床の利用状況、特に、400ベッドぐらいた

しか確保してたかと思います。よその県に比

べて多く確保いただいてきたというふうに考

えておりますけれども、その中での病床の稼

働率ですね。その中に重症者が何名いるの

か、また、ホテル等の部分においても何名ぐ

らいの方が入られているのか、また、在宅に

いる方がいるのか、今までも何度か聞かせて

もらっておりますけれども、一番新しい情報

を教えていただければと思いますので、よろ

しくお願いします。 

 

○三牧医療政策課長 医療政策課でございま

す。 

 ただいま藤川委員のほうからお尋ねになっ

た件でございますが、まず初めに、病床使用

率について、こちらでございますが、昨日、

12月８日の段階で、現在79名の方が入院され

ております。これは、病床利用率として 

19.75％となります。 

 そのうち重症者の状況でございます。こち

らのほうが、圏域は分かれているんですけど

も、全体で８名重症者がいらっしゃいまし

て、これが13.5％、実際の重症用のベッドの

中でのウエートを占めております。 

 続いて宿泊療養でございますが、こちらの

ほうは、昨日現在で21人利用で、利用率は30

％。 

 あと、最後、自宅療養でございますが、こ

れ各圏域の医師の判断によるものでございま

すが、現在把握している限りでは、荒尾圏域

のほうに３名ほどいらっしゃるという情報は

入っております。これは、恐らく家族で自宅

療養のほうが適ということでの判断だと認識

しております。 

 

○藤川隆夫委員 現状においては、熊本県に

おいては、それほど逼迫しているという状況

ではないというふうな理解でよろしいでしょ

うか。 

 

○三牧医療政策課長 現在、熊本県では、先

ほど藤川委員おっしゃったとおり、400床の

ベッドを確保しております。これは、そこは

直ちに対応できる病床は260ほどを確保して

いる状況でございます。ただ、そういう意味

では、ベッドは十分確保している状況でござ

いますが、圏域によっては、やはり逼迫して

くるというケースも考えられないわけではご

ざいません。そのため、そういったケースに

つきましては、広域の定員調整を県のほうで

行ってまいりたいと考えております。 

 

○藤川隆夫委員 逼迫しているところという

のは、恐らく罹患者の多いところなわけで、

クラスターが発生しているようなところだろ

うと思いますので、荒玉地区だとか阿蘇だと

か、そういうところだろうというふうに思っ
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ておりますけれども、今言った形で、割と空

いてるところに回して対応していくというこ

とでありますので、ぜひそのような形でやっ

ていただければというふうに考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

 

○山口裕委員長 ほかにありませんか。 

 

○岩下栄一委員 関連ですけれども、患者急

増の都市圏あたりから人材の派遣要請なんと

いうのはないんですか。熊本はまだ余裕があ

るということで、自衛隊に要請したり、いろ

いろあってるじゃないですか。全国知事会で

の要請なんかもあるし、そういう話はないん

ですか。 

 

○三牧医療政策課長 まず、現状だけお伝え

いたします。入院の医療機関のベッドにつき

ましては、現在まだ熊本市、都市圏分は確保

しているところでございます。今のところ

は、自衛隊要請とかそういった話は――すみ

ません。 

 

○岩下栄一委員 よそからの要請たい。 

 

○三牧医療政策課長 申し訳ございませんで

した。本県につきましては、よそからの要請

……。 

 

○早田政策審議監 今の御質問ですけれど

も、全国知事会等を通じまして、大阪ですと

か北海道のほうから、医師ですとか保健師、

それから看護師等の派遣要請というのはあっ

てございます。 

 

○岩下栄一委員 そうなんですか。 

 

○早田政策審議監 はい。 

 

○岩下栄一委員 分かりました。 

 なるべく――協力せぬわけじゃないけれど

も、熊本は熊本で、派遣せぬでくださいよ。 

 それと、こころの病院ですけれども、前聞

いたときは空きベッドが10床あるので、患者

受入れの体制が整っているという話でしたけ

れども、実績はあるんですか、ないんでしょ

うか。 

 

○杉本総務経営課長 実績として、入院患者

13名受け入れております。 

 

○岩下栄一委員 コロナですかね。 

 

○杉本総務経営課長 精神疾患のある軽症の

コロナ患者ということで、13名を本日まで受

け入れていると伺っております。 

 

○山口裕委員長 よろしいですか。 

 

○岩下栄一委員 はい。 

 

○池田和貴議長 すみません、先ほどの藤川

先生の質問に関連してなんですけれども、先

ほど藤川先生が確認をしていただきましたこ

とというのは、連日、やはりテレビの報道と

かを見て、県民の皆さん方も非常に興味があ

るところだというふうに思います。そういっ

た意味では、県もホームページの中で、熊本

県内の入院患者の状況や熊本県内での宿泊療

養者等の状況、熊本県内での死亡者や発生状

況グラフ、その他、そういった情報を県のホ

ームページで毎日更新されているんですよ

ね。ですから、そういった情報が、もうせっ

かく毎日公表して、毎日の数字が、今藤川先

生が聞いた数字って見れるわけですから、そ

れをやはり我々議員も含めて、もっと周知を

して見てもらって、お互い情報を共有する形

を取ったほうがいいんじゃないかというふう

に思います。 

 例えば、我々議員に対していくと、毎日の
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コロナの発生状況のメールをいただいており

ますので、そのメールに必要な情報をつけて

送っていただく。例えば、県のホームページ

のＵＲＬか何かをそこに添付してもらえれ

ば、我々もそこで毎日確認できるし、また、

そういった情報がどうやって出ているかとい

うことを我々にも教えてもらえれば、そこで

我々も日々その状況を確認できるということ

になっておりますので、せっかくそういう情

報を発信しているんであれば、それをうまく

活用しながら、みんなが同じ情報を見れるよ

うに、ちょっと努力をしていただきたいなと

いうふうに思うんですけれども、そういうふ

うにぜひお願いします。これは要望です。 

 

○山口裕委員長 分かりました。 

 ほかにありませんか。 

 

○竹﨑和虎委員 先ほど病床の使用率等を教

えていただいたところですが、現場として働

いていらっしゃる医療関係の方々の中で、先

般、看護師さんとの意見交換の場があって、

いろいろお話を聞いたときに、離職者が出て

いる、そしてまた、今後も出るだろうという

お話があって、そういった方々が抜けると、

その方々の分までカバーして、残った人たち

でやらなきゃいけないから大変なんだよとい

うお話があったところなんですが、今どれぐ

らい離職者が出とるかとか分かりますか。 

 

○三牧医療政策課長 通常、病院で年間で大

体離職者というのが1,800人程度出てまいり

ます。ただ、今回のコロナの影響でどのくら

い退職者が出たというのは、今のところまだ

把握はできておりません。 

 以上でございます。 

 

○竹﨑和虎委員 そうなったときに、離職者

が出とるというお話を伺っとって、そこを穴

埋めといいますか、今後埋めていかなきゃい

けないけれども、なかなか現時点じゃやはり

不足しとるという状況だと聞いておるところ

なんですが。来春、今看護の学校であった

り、専門学校であったり行ってらっしゃる方

々が入ってこられると思うんですよ。その内

定率とか分かりますか、どういう状況か。 

 

○三牧医療政策課長 大体例年、新採の、看

護学校あるいは看護系大学、そちらのほうか

ら就職される方というのが大体800人ちょっ

と、県内に。実は、熊本県全体では1,400人

ちょっといるんですけれども、やっぱり県外

のほうに出られるケースもございますので、

800という形になります。 

 ただ、今聞いておりますと、なかなか、現

在の看護学校にいらっしゃる方は問題ないん

ですけれども、あと、数年後の新たな医療従

事者、こちらのほうが、今から募集とか、今

募集あってるんですけれども、そちらの方が

どうかという心配はございます。 

 

○竹﨑和虎委員 看護師さん方とのお話、意

見交換の後に、ある看護専門学校に私お邪魔

して、そこの理事長さんとちょっとお話をし

てきたんですが、そこの学校では、もう全部

決まっとるというお話です。で、今のこのコ

ロナ状況下の中で、わあ行くとやめようと

か、ちょっと辞退しようかなという人がいる

んじゃないかなと思ってそれを聞いたんだけ

れども、そういう子はいないということだっ

たんですよね。どこどこ病院が何名、どこど

こには何名ということまで教えていただいた

ところなんですけれども、そこで、そういっ

た方々が、２月中旬ぐらいですかね、国家試

験を受けなきゃいけないんですよね。それに

対してのやっぱり心配を、現場での研修とい

うやつが、これがなかなかできていない状

況。ただ、私が聞いた範囲では、病院ごと

に、それぞれが、うちはこれぐらい期間も含

めて、例えば３週間、うちは何名受け入れら
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れますよというところもあるし、２日間しか

もうでけぬというところもあるし、一切駄目

よというところもあるみたいなんですよ。そ

こら辺のガイドラインというかは、県のほう

が何かやっているんですか。 

 

○三牧医療政策課長 今竹﨑委員のほうから

ちょっとお話ございましたが、実は、今年度

の上期というのは、いわゆる看護学校での実

習というのが、ちょっと控えられていたこと

がございました、やっぱりコロナもあったも

んですから。うちでも各看護学校にずっと聞

き取りを行ったんですけれども、今年の10月

以降、つまり下期ですけれども、下期は、例

年どおりの研修体制を大体どこも確保してい

ただいているようです。また、県のほうから

も、そういった研修控えのお話がございまし

たので、各県看護学校のほうに、将来の自分

のところの宝になる方々ですので、研修は、

ぜひとも行っていただきたいというようなお

願いの文書を出したところでございます。 

 

○竹﨑和虎委員 分かりました。恐らくその

試験の中身というのは、いろいろ要件も変わ

ってくるのかなと思いますが、ちょっと１

つ、その国家試験が九州では福岡であるんで

すよね。各県ごとじゃなくて福岡であっとで

すよ。熊本の人たちは、福岡に試験ば受けに

行かなんとですよね。それは、コロナ禍の中

でどうなのという話を伺ったんですよ。国が

決めることかもしれぬけれども、それは県と

して、熊本は熊本でせんといかぬよみたいな

ことを思うんですけれども、いかがですか。 

 

○三牧医療政策課長 まず、准看護師の関係

は熊本県で、我々の方で実施させていただい

ております。正看というか、通常の看護師試

験、福岡という話ございますが、ちょっとそ

こはまた整理させていただければと思いま

す。後日、ちょっと詳しいこと私も把握して

おりませんので、後で御報告させていただけ

ればと思います。 

 

○竹﨑和虎委員 ぜひそういう正看のやつが

福岡ということであれば、コロナ禍でどうな

のかなと私も思いますので、もしそうであれ

ば、何か熊本は熊本ででけんとねというのも

国のほうにもお伝えいただければと思います

し、そういった新しく入ってこられる方々

が、この医療現場で非常に重宝されると思い

ますので、そういった促進もよろしくお願い

したいと思います。 

 以上です。 

 

○山口裕委員長 ほかに質疑ありますか。 

 

○岩下栄一委員 看護師の、いわゆるＯＧで

すたいね。ＯＧというか、退職者の利活用、

利活用というと失礼な言い方だけれども、再

登壇というか、そういうことは何か考えてお

られるんですよね。 

 

○三牧医療政策課長 医療政策課でございま

す。 

 看護師の再登壇というか、いわゆる潜在看

護師と呼ばれる方ですけれども、県のほうか

ら県の看護協会のほうにお願いしまして、そ

ちらで、いわゆる登録のバンク的なものをつ

くっているところでございます。あと、その

方々が現役に復帰されるときについては、ど

うしてもやっぱりブランクがあるもんですか

ら、そのブランクを解消するために研修等も

行って、いわゆる潜在看護師の方を有効活用

したいというふうに考えております。やっぱ

り非常に貴重な人材ですので。 

 以上です。 

 

○岩下栄一委員 試験はないわけですね。 

 

○三牧医療政策課長 一回登録した資格につ
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きましては、大体更新等はございますが、特

に、また再度試験を受けるとか、そういった

ことはございません。 

 

○岩下栄一委員 分かりました。 

 

○山口裕委員長 ほかにありませんか。 

 

○鎌田聡委員 ちょっとすみません、お尋ね

ですけれども。先ほど、重症者とか軽症者の

数を教えていただいて、宿泊で21名今いらっ

しゃるということで、これ、ホテルなんです

よね。軽症者の方が多いと思いますけれど

も、これ、ちゃんと皆さんホテルにいらっし

ゃるんですか。軽症だから、やっぱり元気が

あって、いろんな動きもしたいと思います

し、何か今までやってて、何かトラブルと

か、そういったケースはあるかないか、ちょ

っと教えていただきたい。 

 

○亀丸健康づくり推進課長 健康づくり推進

課でございます。 

 宿泊療養ホテルのほうには、現在、先ほ

ど、21名今現在入所していただいております

けれども、今のところ他県であっているよう

な、外に出て行ったとか、そういう事案につ

いては、まだ発生しておりません。 

 

○鎌田聡委員 これから多分ここは増えてく

るところだと思いますし、いろんな方が多分

入ってくると思いますので、大変だろうと思

いますけれども、しっかりと――これは、ホ

テルのスタッフは関知してないんですよね。 

 

○亀丸健康づくり推進課長 ホテルにつきま

しては、県職員と一部熊本市の職員で運営を

しております。 

 

○鎌田聡委員 あとは、消毒をしたりとかい

ろいろな対応、大変だろうと思いますし、そ

ういったところでの手もかかるところもあり

ます。そしてまた、先ほど言ったような、や

っぱり軽症であるがゆえのいろんな問題が発

生する可能性もありますので、しっかりとそ

の辺の、何というかケアというか、対応もぜ

ひ、今後あり得ることだと思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 

○山口裕委員長 ほかにありませんか。 

 なければ、以上で後半グループの質疑を終

了します。 

 それでは、ただいまから本委員会に付託さ

れました議案第１号、第７号、第８号及び第

26号について、一括して採決したいと思いま

すが、御異議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○山口裕委員長 異議なしと認め、一括して

採決いたします。 

 議案第１号外３件について、原案のとおり

可決または承認することに御異議ありません

か。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○山口裕委員長 異議なしと認めます。よっ

て、議案第１号外３件は、原案のとおり可決

または承認することに決定しました。 

 次に、今回付託された請第22号を議題とい

たします。 

 請第22号について、執行部から状況の説明

をお願いします。 

 

○亀丸健康づくり推進課長 健康づくり推進

課でございます。 

 請第22号は「望まない受動喫煙」を防止す

るためさらなる分煙環境整備促進を求める請

願でございます。 

 請願提出者は、先ほどお見えでございまし

たけれども、九州中部たばこ販売協同組合連

合会ほか６団体でございます。 

 請願の趣旨ですが、望まない受動喫煙の防

止強化を目的とする健康増進法の改正に伴い
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まして、昨年の７月からは、第１種施設でご

ざいます学校、病院、行政機関の庁舎などに

つきまして、設置される屋外喫煙場所を除

き、原則、敷地内禁煙ということでございま

す。また、今年の４月からは、飲食店など、

その他の全ての事業所、施設などにつきまし

て、原則、屋内禁煙、喫煙するためには、喫

煙専用室の設置が必要となりました。 

 これらの改正法の施行によりまして、喫煙

可能な場所がない場合に、敷地外などで喫煙

することによりまして、かえって望まない受

動喫煙が誘発される状況になっていることか

ら、屋外分煙施設の設置を積極的に進めるこ

となど、３項目の請願事項が掲げられており

ます。 

 たばこの煙につきましては、肺がんや脳卒

中など、そういったリスクを高めることは確

認されております。ですので、望まない受動

喫煙が生じないようにすることが非常に重要

になっております。 

 県民の健康づくりの観点からいたします

と、最終的には全面的な禁煙がもちろん望ま

しいところでございますけれども、まだまだ

数の上で一定の喫煙者がいらっしゃる現状を

踏まえれば、望まない受動喫煙が生じない場

所に喫煙場所を設けることは、分煙の一方策

と県といたしましては考えておるところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

 

○山口裕委員長 ただいまの説明に関して質

疑はありませんか。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり) 

○山口裕委員長 なければ、これで質疑を終

了いたします。 

 次に、採決に入ります。 

 請第22号については、いかがいたしましょ

うか。 

  （｢採択」と呼ぶ者あり) 

○山口裕委員長 採択という意見があります

ので、採択についてお諮りいたします。 

 請第22号を採択とすることに御異議ありま

せんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○山口裕委員長 異議なしと認めます。よっ

て、請第22号は採択することに決定いたしま

した。 

 ただいま採択を決定しました請第22号は、

国に対して意見書を提出してもらいたいとい

う請願であります。 

 意見書(案)について、事務局から配付させ

ます。 

  （意見書(案)配付) 

○山口裕委員長 配付が終わりました。 

 今配付いたしました意見書(案)は、請願の

趣旨、内容、ほとんど変わらないようであり

ます。読み上げは割愛し、この案のとおりと

いうことでよろしいでしょうか。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり) 

○山口裕委員長 異議なしと認めます。よっ

て、この意見書(案)を委員会として委員長名

をもって議長宛てに提出したいと思います。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり) 

○山口裕委員長 それでは、そのように取り

計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申出が５件あっておりま

す。 

 まず、報告について、執行部の説明を求め

た後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 それでは、報告に入ります。 

 

○下山健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 報告資料のほうをお開けくださいませ。 
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 令和２年７月豪雨からの復旧・復興プラン

について御説明をさせていただきます。 

 なお、本件については、企画振興部、球磨

川流域復興局から総務常任委員会に報告され

るものとなっておりますが、県政全般に関す

るプランということで、関係委員会でも同じ

内容を説明させていただくものでございま

す。厚生常任委員会においても、本日報告さ

せていただきます。 

 ちょっと説明が６分程度取らせていただき

まして長うございますけれども、御了承くだ

さい。 

 それでは、１ページをお願いいたします。 

 まず、１の被災状況、豪雨災害の検証のと

ころでございますが、ここには、人的被害、

住家被害、被害総額等について記載をしてお

ります。 

 次に、２、復旧、復興の基本理念、目指す

姿では、まず、グレーの網かけ部分におい

て、被災者、被災地の現状と課題として、超

高齢化、人口減少が加速する地域における未

曽有の災害により、この地域が消滅するかも

しれないという危機感と、球磨川の清流とこ

れからも共に暮らしていきたいという思いと

いう形で整理をしております。 

県としては、こうした被災者の思い、被災

地の現状を直視して、復旧、復興に取り組ん

でいく必要があると考えております。 

 そこで、復旧、復興の３原則とくまもと復

旧・復興有識者会議からいただいた提言を踏

まえまして、グリーンの矢印の下にありま

す、「生命・財産を守り安全・安心を確保」

しながら、「球磨川流域の豊かな恵みを享受

する」、この２つを基本理念と位置づけてお

ります。そして、目指す姿として、「愛する

地域で誰もが安全・安心に住み続けられ、若

者が“残り・集う”持続可能な地域の実現」

に取り組むこととしております。 

 ２ページ目をお願いします。 

 こちらは、直ちに実施する喫緊の取組とい

うことで整理しているものでございます。 

 ３の新たな治水の方向性を踏まえた治水・

防災対策及び被災者、被災地域の一日も早い

復旧、復興に向けた取組を整理しておりま

す。 

 まず、上段部分には、復旧、復興の前提と

なる治水対策について整理をしております。

 太字２行目の「流域全体の総合力による

“緑の流域治水”」では、左上の新たな治水

の方向性を踏まえた抜本的な対策として、先

月、知事が表明されたお考えでございます、

次の「「緑の流域治水」の１つとして、住民

の「命」と地域の宝の「清流」をともに守る

「新たな流水型のダム」の推進」と掲げてお

ります。 

その下の速やかな再度災害防止のための緊

急治水対策として、住民からの御意見も多か

った河道掘削や堤防整備などの河川改修や堆

積した土砂、流木の早期撤去など、速やかに

実施すべき治水対策の取組を掲げています。 

また、右側には、生命・財産を守る地域防

災力の強化として、戸別受信機の設置や通信

回線の多重化など、主にソフト対策を掲げて

いるところでございます。 

 次に、ページの中段から下ですが、今御説

明した新たな治水対策を前提とした復旧、復

興に向けた取組を４つの柱で整理をしており

ます。 

 主なものとして、Ⅰ、住まい、コミュニテ

ィーの創造では、かさ上げ等による宅地再生

と高台等の安全な場所への移転促進など、

Ⅱ、なりわい、産業の再生と創出では、なり

わい再建支援補助金等による事業再建など、

Ⅲの災害に強い社会インフラ整備と安心して

学べる拠点づくりでは、国道219号をはじめ

とする県南地域道路の全面通行止めの解消な

ど、Ⅳの地域の魅力の向上と誇りの回復で

は、歴史500年の人吉温泉の復活などの取組

を挙げております。 

 次に、３ページをお開けください。 
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 こちらは、先ほどが喫緊の課題であるのに

対して、中長期的な視点での取組を提示して

いるものでございます。 

 ４の持続可能な地域の実現に向けた将来ビ

ジョンです。 

 ここでは、今後、将来を見据えて、この地

域に住み続けたい、移り住みたいと思える持

続可能な地域に向けた取組の方向性を示して

おります。 

 まずは、住まいの確保やなりわいの再建な

ど、目の前にある生活の再建を被災者に寄り

添いながら全力で取り組むとともに、同時

に、県が目指す球磨川流域の将来ビジョンを

明らかにすることで、被災地の復旧、復興の

道筋を示していきたいと考えています。 

 主な取組としましては、Ⅰ、住まい、コミ

ュニティーの創造、そして、最先端技術、Ａ

Ｉ、ＩＣＴ等を駆使した新たなつながりによ

るスマートビレッジの実現など、Ⅱ番のなり

わい産業の再生と創出では、ダイナミックな

インセンティブによる企業支援と産業・雇用

の創造など、Ⅲの災害に強い社会インフラ整

備と安心して学べる拠点づくりでは、日本一

災害に強い、命の道、通学の道としての国道

219号の強靱化など、Ⅳの地域の魅力の向上

と誇りの回復では、若者が残り、集まる知的

拠点としての球磨川流域大学、仮称でござい

ますが、の構想などを挙げております。 

 最後に、資料右側の５、復旧・復興プラン

の実現に向けてをお願いします。 

 本プランを実現していくため、(1)でござ

いますが、被災市町村への支援や市町村相互

の連携を促進し、また、(2)としまして、プ

ラン実現に向けた実効性の確保として、国家

戦略特区の検討、実現や国への要望など、必

要な財源の確保に向けた取組も積極的に進め

てまいります。 

 また、五木村の振興も、引き続き県政の重

要課題として、振興を強力に後押ししていく

ことをプランの中で宣言しています。 

 最後に、将来ビジョンのイラストでござい

ます。４ページでございます。 

 こちらが将来ビジョンのイラストとなりま

す。これまで御説明しました復旧、復興の目

指す姿をイラストにまとめたものでございま

す。今回の復旧、復興の前提となる新たな治

水の方向性、緑の流域治水をベースとして、

復旧、復興の４本の柱となる取組に広がり、

プランの目指す姿である、愛する地域で誰も

が安全、安心に住み続けられ、若者が残り、

集う持続可能な地域を実現するというイメー

ジでございます。 

 最後に、今後のスケジュールでございます

が、復旧、復興の状況をお示しするため、主

な取組については、ロードマップ等を作成す

るなどして、必要に応じてプランの改定を予

定しているところです。 

 プランの説明は以上です。 

 なお、来週、復旧・復興本部会議を開催し

まして、これまでの復旧、復興の状況など協

議する予定となっております。協議内容につ

いては、また改めて御報告させていただきま

す。 

 説明は以上です。 

 

○上野健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 お手元の報告事項の５ページをお願いいた

します。 

 新型コロナウイルス感染症対策の強化につ

いて御説明申し上げます。 

 季節性インフルエンザの流行期を迎え、発

熱患者等が増加し、診療や検査、入院等の需

要が急増した場合でも万全な医療等を提供で

きるよう、９月から体制整備に取り組んでま

いりました。 

 基本方針として、有症状者や感染が疑われ

るものに対する診療や検査を積極的かつ迅速

に実施できる体制、クラスターの未然防止や

早期収束に対応できる体制、ハイリスク者の
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入院等に確実に対応できる万全な医療提供体

制を整備しております。 

 診療・検査体制につきましては、発熱患者

等の診療、検査に対応する診療・検査医療機

関、609医療機関を指定しております。受診

可能な医療機関を案内するため、受診案内セ

ンターを県内15地域に設置しました。１日当

たりの検査処理件数は、ＰＣＲ検査など遺伝

子増幅法と診療・検査医療機関における抗原

検査キットを使っての検査が約8,600件を処

理できるようになっております。 

 クラスター対策といたしましては、県と熊

本市の合同対策チームで、熊本市中心部の飲

食店従業員等に対して継続して検査の受診を

勧奨しております。従前から本県では実施し

ておりますが、高齢者施設等におきまして感

染者が確認された際には、濃厚接触者以外の

入所者や職員についても幅広く検査を実施し

ております。また、保健所と連携しまして、

社会福祉施設等の支援チームＣＭＡＴを派遣

し、クラスターの拡大防止や事業継続支援に

対応しております。 

 入院・療養体制につきましては、入院病床

を400床、軽症者等の宿泊療養施設を1,430室

確保しており、さらに、重点医療機関、31機

関を指定し、感染者の入院に迅速に対応でき

るよう体制を強化しております。入院措置

は、中等症以上の患者や基礎疾患を有する患

者等に重点化を図り、軽症者等は可能な限り

宿泊療養で対応するため、２か所目の宿泊療

養施設を準備しているところでございます。 

 公衆衛生対策といたしましては、リスクレ

ベル基準に基づきまして、専門家の御意見を

伺いながら、適切なレベル決定を行い、めり

張りの利いた対策を実施しております。先

日、レベル４に引き上げ、県外移動や会食に

対する対策も打ち出しましたところです。在

留外国人や大学生等への感染防止対策につき

ましても、関係機関と連携し、周知をしてい

るところでございます。 

 報告は以上になります。 

 

○篠田高齢者支援課長 高齢者支援課でござ

います。 

 ６ページでございます。 

 第８期熊本県高齢者福祉計画・介護保険事

業支援計画の策定について御説明いたしま

す。 

 まず、１番の目的のところでございます

が、この計画は、老人福祉法及び介護保険法

に基づき策定するものでございまして、現行

の７期計画の終期が今年度末でありますこと

から、現在、次期８期計画を策定していると

ころでございます。 

 ２の計画期間は、令和３年度から令和５年

度までの３年間としております。 

 ３の基本的な考え方ですが、計画の目指す

姿としては、「高齢者が健やかに暮らし、い

きいきと活躍できる“長寿で輝く”くまも

と」を掲げております。 

 下の四角囲みは、左側が８期計画、右側が

７期計画となっておりまして、重点目標は本

当は多少違いますが、８期計画は、７期計画

を継承するものとなっております。 

 また、６つの重点分野を設定しております

が、１番から５番までは７期計画と同じ内容

になっておりまして、アンダーラインを引い

ております６番の災害や感染症への対応を今

回新たに加えることとしております。 

 ４の重点的に取り組む事項としましては、

まず、熊本型自立支援ケアマネジメントの推

進におきまして、地域リハビリテーション体

制の充実や地域包括支援センター等の機能強

化を図ることとしております。 

 次の認知症施策に係る地域支援体制の整備

では、認知症の方を支える支援体制の基盤づ

くりをさらに進めてまいります。 

 次の在宅医療と介護を支える体制整備と市

町村支援は、医療と介護の連携による一体的

な提供体制の整備を進めていくこととしてお
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ります。 

 次の多様なサービス基盤の整備促進は、地

域密着型サービスを中心に整備を進めていく

こととしております。 

 次の介護現場の負担軽減と定着促進におき

ましては、介護ロボットやＩＣＴの導入など

を進めてまいります。 

 次の令和２年７月豪雨災害からの復旧・復

興では、被災施設の復旧等を支援してまいる

こととしております。 

 また、新型コロナウイルス感染症に対応し

たサービス提供体制の整備では、介護施設等

における感染症対策の対応力向上に向けた取

組を強化してまいります。 

 最後でございますが、５番のスケジュール

ですけれども、来月にはパブリックコメント

を実施いたしまして、２月の保健福祉推進部

会の審議を経まして、２月議会の本委員会に

御報告をさせていただいた後、今年度末まで

には、計画の策定を終えたいと考えていると

ころでございます。 

 次の７ページに素案に概要資料を添付させ

ていただいておりますので、後ほど御覧いた

だければと考えております。 

 高齢者支援課は以上でございます。 

 

○下村障がい者支援課長 障がい者支援課で

ございます。 

 引き続き、資料の８ページをお願いいたし

ます。 

 くまもと障がい者プラン及び熊本県障がい

福祉計画の策定について御説明いたします。 

 それぞれの計画の内容につきましては、次

のＡ３資料で９ページと10ページに添付させ

ていただいておりますが、説明については、

この８ページでさせていただきます。 

 まず、１、計画策定の趣旨、経緯について

でございます。 

 障がい者プランは、障害者基本法により都

道府県による策定が義務づけられている県の

障害者施策の基本的な計画でございます。ま

た、障がい福祉計画は、障害者総合支援法及

び児童福祉法により、県と市町村に策定が義

務づけられている計画でして、障害福祉サー

ビスの提供を計画的に行うため、プランの実

施計画として定めるものです。いずれの計画

も、今の計画が令和２年度で終了することか

ら、今年度中に次期計画を策定することとし

ております。 

 次に、２の計画期間でございます。 

 くまもと障がい者プラン、正式には第６期

熊本県障がい者計画ですが、計画期間は、令

和３年度から８年度までの現計画と同じ６年

間としております。また、熊本県障がい福祉

計画、正式には第６期熊本県障がい福祉計画

及び第２期熊本県障がい児福祉計画ですが、

計画期間は、国が示します令和３年度から令

和５年度までの３年間としております。 

 次に、３の計画策定の基本的な考え方につ

いてです。 

 障がい者プランにつきましては、国の基本

計画を基に、新型コロナウイルスの流行や７

月の豪雨災害を踏まえまして、現計画に加

え、(5)の災害対策や感染症対策の充実によ

る安心、安全の確保を追加しております。ま

た、障がい福祉計画におきましても、今年度

示された国の基本指針に沿って設定した基本

理念に、さらに、プラン同様、(8)を追加し

ておるところです。 

 次に、４番の主な新規・拡充事項でござい

ます。 

 障がい者プランにおいては、主な分野別施

策として、アンケート調査や審議会意見を踏

まえまして、基幹相談支援センターの設置促

進や精神障がい者の退院後支援の促進を記載

していますし、今回の豪雨災害や新型コロナ

ウイルス感染症の発生を踏まえまして、入所

施設等における災害対策の推進やサービス提

供体制の継続支援などを追加しているところ

です。 
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 また、障がい福祉計画におきましては、国

の基本指針に基づき、成果目標としまして、

精神病床における早期退院率の上昇や医療的

ケア支援のための関係機関の協議の場の設置

及びコーディネーターの設置などを追加、拡

充しております。 

 最後に、今後のスケジュールについてでご

ざいます。12月下旬から１月中旬までをめど

にパブリックコメントを実施しまして、第２

回の施策推進審議会での審議を経て、３月下

旬の計画策定を予定しております。 

 障がい者支援課の説明は以上でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 

○沖国保・高齢者医療課長 国保・高齢者医

療課です。 

 報告事項の、引き続き11ページをお願いい

たします。 

 国民健康保険法に基づく熊本県国民健康保

険運営方針の改定です。 

 ２の(1)でございます。経緯でございます

が、平成30年度から、県は国保の財政運営の

中心的な役割を担っており、市町村は、引き

続き保険給付や保険料の改定などを行ってお

ります。県と市町村が国保を共同運営するた

めの方針として、平成30年度から令和２年度

を対象期間とする運営方針を策定しておりま

す。 

 ２の(2)、主な改定点でございますが、ま

ず、対象期間を令和３年度から令和５年度ま

でとしております。それから、保険料水準の

統一の考え方及び医療費の適正化に向けた取

組につきましては、12ページをお開きくださ

い。 

 12ページの右下、保険料水準の統一の考え

方ですが、既に統一している都道府県はあり

ませんが、国の指導の下、全国的に保険料水

準の統一を目指しており、本県としては、令

和６年度において、統一に向けた達成時期に

ついて改めて検討を行うとしております。今

回の改正では、12ページ右下から13ページ左

上に向けて下線を引いております部分を追記

しまして、市町村ごとに異なる医療費水準や

保険料算定方法など、保険料の統一に向けた

具体的な課題の解決に向けて議論を深め、各

項目の対応策について、順次実施していくこ

ととしております。 

 それから、13ページの左下から始まる第５

章、医療費の適正化の取組です。 

 右上に参りまして、下線部分になります

が、国保の保険者努力支援制度の抜本的強化

に伴い、本県では、今年８月、「人生100年く

まもとコンソーシアム」を立ち上げ、医療費

分析に基づく地域ごとの健康課題の見える化

や対応策の立案などに取り組んでおります。

この旨を新たにここに記載しております。 

 11ページにお戻りいただきまして、３のス

ケジュールでございます。 

 本日、当委員会に報告しまして、その後、

１月に国保運営協議会の答申を踏まえ、次の

定例会の当委員会に報告しまして、今年度末

の改定を予定しております。 

 国保・高齢者医療課は以上でございます。

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○山口裕委員長 以上で執行部からの報告が

終わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 質疑はありませんか。 

 

○藤川隆夫委員 幾つかあるんですけれど

も。１つは、先ほど言えばよかったんですけ

れども、健康危機管理課の新型コロナウイル

ス感染症の関係の話をさせていただきたいん

ですけれども、実は、ＰＣＲ検査をしたいと

いう方が結構増えておりまして、実際問題と

してＰＣＲ検査自体の精度の問題、大体７割

ぐらいと言われておりまして、３割ぐらいが

擦り抜けるという話があるんですが、抗原の

検査についても約50％程度が擦り抜ける可能
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性もあるし、疑陽性という話もあります。 

 そういう意味において、この検査自体がど

ういうような精度があって、どういうような

ことが考えられるかというのを県民に対して

きちんとやっぱり説明しておかないと、誰で

も彼でも一度検査したいというふうな話が出

てきているんで、それはそれでちょっと問題

なのかなというふうに思っております。ＰＣ

Ｒ検査自体も、その時点におけるその結果で

あって、それから先の話は全然担保されてい

る話ではないわけで、それも踏まえて、やは

り周知をしておかないと、ＰＣＲ検査をして

陰性だったから私は大丈夫だと思われて動き

回られると、さらにそれで感染を拡大するこ

とだってあり得るわけで、これは抗原検査も

同じ話なんですけれども、それにおいて、そ

こを再度県の方で、実際この検査自体、ＰＣ

Ｒ検査、ＬＡＭＰ法、抗原抗体も含めて、ど

ういうものであるかというのはやっぱりもっ

と多く知らしめておく必要があるんじゃない

かというふうに思っておりますんで、その付

近の見解をちょっとお伺いしたいと思いま

す。 

 

○上野健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 藤川委員おっしゃるとおり、ＰＣＲ検査に

つきましては、現在、感度で70％というふう

に言われております。感度70となりますと、

10人本当の陽性者がいらっしゃったとして検

査をした場合、７人しか陽性にならない。残

り３人の方は、本当は陽性だけれども陰性の

結果が出ると。そういうことになりますの

で、ＰＣＲ検査をやって、特に、陰性確認の

つもりで検査に来られて陰性だったと。で

も、ひょっとしたら本当は陽性かもしれない

という事例もございます。ということで、我

々としましては、行政としましては、症状の

ある方、ない方、もしＰＣＲ検査を受けられ

ると、医師が必要ということ、もしくは濃厚

接触者としてＰＣＲ検査をされた、その場合

につきましては、例えば陰性であったとして

も、２週間は健康観察をしていったらという

ふうに保健所からも実際お願いをしていると

ころでございます。 

 誰でも感染している可能性がある今の時期

でございますので、基本はマスク着用と手洗

い、そして３密を避けていただく、この基本

的な感染防止対策、こちらの方が重要である

ということを、今後も我々は情報発信をして

いくことが必要というふうに考えておりま

す。 

 

○藤川隆夫委員 分かりました。 

 

○山口裕委員長 ほかにありませんか。 

 

○西村尚武委員 質問というより要望なんで

すが、国保の部分で12ページなんですが、保

険料水準の統一の考え方というのがありま

す。これは、今各自治体で算出した保険料が

あると思うんですが、それを統一するという

ことですかね。 

 

○沖国保・高齢者医療課長 委員おっしゃる

とおりでございます。 

 

○西村尚武委員 ただ、要望というのは、各

地区、やっぱり収入の平均がまた違うと、そ

ういう部分で各自治体で出して差があるわけ

ですよね。メリット、デメリットあると思い

ます。慎重にやっぱり進めていただかぬと、

この辺はどうなのかなというのがあるんです

が、各自治体とのコンセンサスというのがあ

るでしょうけれども、それをぜひ慎重に進め

ていただきたいというのをお願いしたいと思

います。 

 

○沖国保・高齢者医療課長 はい、おっしゃ

るとおり、市町村ごとに、医療費水準とか所
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得水準とか、いろいろ違っております。今市

町村と協議の場を設けて、丁寧に協議を進め

て、しっかり合意形成を図っていきながらし

ていきたいというふうに考えております。 

 

○西村尚武委員 普通の市民生活の根幹に関

わる大事な部分だと思うもんですから、ぜひ

よろしくお願いいたします。 

 

○山口裕委員長 ほかにありませんか。 

 

○鎌田聡委員 健康福祉政策課の復旧・復興

プランについて御説明をいただきまして、今

日は報告ということで聞いておりますけれど

も、ちょっと所管課で、球磨川流域復興局が

つくられたんでしょうけれども、ちょっとい

ただきたいのが、２ページの左上のほうに、

緑の流域治水の一つとして云々、新たな流水

型ダムの推進ということですね。あくまでも

これは流域治水の一つとしてということであ

りますけれども、というか、文字が大きいか

ら、今は一つのパーツとして、これは取り組

んでいただきたいと、取り組んでいただく必

要はないんですけれども。ちょっとあまりに

も強調されているんで、その点は、ちょっと

記載の方法にどうだろうかと思います。 

 それと、３ぺージの右下に、五木村の振興

で、五木村振興推進条例に基づいて振興基金

の10億円を上乗せ、議論にはなっていますけ

れども、これはあくまでも議会で議決しなけ

ればできない話ですので、ちょっとプランに

こうやって記載されることはどうかというふ

うに思います。 

 その点と、あと、全体的な話でいいます

と、対象期間、この種のプランは、やっぱり

10年なら10年計画とか、そういうのがあって

しかるべきと思いますけれども、そういった

対象期間も明記がないプランというのがあっ

て、私もちょっとあんまり見たことないんで

すけれども、その辺のプランの取組期間あた

りはどう考えていらっしゃるのか、分かれ

ば、ちょっと教えていただきたいと思いま

す。 

 

○下山健康福祉政策課長 当局から情報をい

ただいている範囲でお答えをさせていただき

ます。 

 今回は、そのプランの期間は定めずに、主

な取組について、ロードマップの中でお示し

をして、その期間が、進捗管理をしていく形

でお示しすることになろうかと思います。

で、おおむね５年から10年という期間を見据

えて取組を進めたいというところでつくって

おります。 

 分かる範囲は以上でございます。 

 

○鎌田聡委員 分かる範囲のお答えをいただ

いたんですけれども、やっぱりある程度の期

間を区切って取り組む必要性というのはある

と思います。そういったことを見せないと、

やっぱり流域住民の皆さんに対しての本気度

が問われてくると思います。流水型ダムはど

うでもいいんですけれども、こういったプラ

ンの場合、やっぱり５年から10年と幅がある

となれば、そこでやっぱり頑張ろうという意

思の表明というのは必要じゃないかなと思い

ますんで、それは意見として申し上げておき

たいと思います。 

 

○山口裕委員長 ほかにありませんか。 

 

○竹﨑和虎委員 ちょっと細かいことで恐縮

なんですけれども、御説明いただいた復旧・

復興プランのほうでは、何か所か出てくるん

ですけれども、生命、財産を守り、安全、安

心を確保する。安全、安心というのが出てく

るんですね。 

 片や、くまもと障がい者プランの方です

ね。安心、安全なんですね、こっちは。被災

者の安心、安全の確保とか統一されたほうが
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よかと思うんですね。通常、安全、安心じゃ

ないかと思うんですが。 

 

○下村障がい者支援課長 障がい者支援課で

す。 

 確かに、こちらの方は、安心、安全という

ふうに書かせていただいて、福祉からきてい

るものですから、そちらの方を先に書かせて

いただいたんですけれども、そこも検討した

いと思います。 

 

○山口裕委員長 ほかにありませんか。 

 なければ、これで報告に対する質疑を終了

します。 

 ここで、私のほうから一つ御提案がござい

ます。 

 さらなる委員会活動の活性化に向けた取組

の一つとして、常任委員会ごとに、１年間の

常任委員会としての取組成果を２月定例会終

了後に県議会のホームページで公表すること

としております。 

 つきましては、これまで委員会で各委員か

ら提起された要望、提案等の中から、執行部

において取組が進んだ項目について、私と副

委員長で取組の成果案を取りまとめた上で、

２月定例会の委員会で委員の皆様へお示し

し、審議をいただきたいと考えております

が、そのように取り計らってよろしいでしょ

うか。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり) 

○山口裕委員長 それでは、そのようにさせ

ていただきます。 

 最後に、その他のその他に入りますが、本

日は３密を防ぐため、出席職員を限定してお

りますので、この場でお答えできない内容に

ついては、後日、文書等で回答させていただ

くこととしております。御理解と御協力をよ

ろしくお願いします。 

 それでは、その他について、委員から何か

ありませんか。 

 

○藤川隆夫委員 １点お聞きしたい点があり

まして、実はインフルエンザのワクチンの件

なんです。インフルエンザのワクチン自体

は、量産、通常よりも多く生産されるという

ふうに聞いていたわけなんですけれども、実

は、このインフルエンザのワクチンの接種の

勧奨を国が結構強く勧めたこともあり、現場

では、もう既にインフルエンザのワクチンが

ない状況がいろんなところで出てきておりま

す。ただ、やっぱりこれでもインフルエンザ

打ちたいという方々がたくさん出ていらっし

ゃいますので、実際として、このインフルエ

ンザのワクチン自体が、通常よりも多く、ま

ず生産されたのか、そして、今まで以上にこ

の県内の医療機関に問屋を通じて配付されて

いるのか、そしてどこかで大量に買い占めて

目詰まりを起こしているというようなことは

ないのか、その付近がもし分かれば教えてい

ただきたいと思います。 

 

○樋口薬務衛生課長 薬務衛生課でございま

す。 

 例年より、委員おっしゃるとおり、希望者

が増えまして需給のバランスが合わなくなっ

たという可能性のほうあります。厚労省のほ

うでは、今期のインフルエンザは昨年度より

も約12％多い分、6,644万人分のほうを見込

んでおります。現在、再入荷によりまして、

接種できる医療機関は増える見通しではござ

いますけれども、新たな増産計画はないとい

うような報告を受けております。 

 本県のほうの割当量といたしましては、92

万人分が本県の割当量として入ってきており

ます。 

 医療機関のワクチンの在庫状況を把握する

仕組みが現在ありませんので、今どこが余っ

ているかというのはなかなか分からない状況

になっております。 

 以上でございます。 
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○藤川隆夫委員 分かりました。以前、買い

占めて、結局使わずに返品したという話が結

構いろんなところで出てますので、できれば

問屋を通じて実態がどうなってるのかきちっ

と調べてもらって、足りないところに回すよ

うな仕組み、もともと問屋関係の取扱いがう

まくできるような仕組みを熊本県はつくって

もらっているんで、それを活用しながら、そ

ういうことがないようにやっていただければ

というふうに思いますので、よろしくお願い

します。 

 

○山口裕委員長 ほかにありませんか。 

 

○前田敬介委員 すみません、新型コロナウ

イルスのワクチンの件ですけれども、今大分

自分の周りでも、海外でワクチンの導入始ま

り始めて、今いつ入ってくるかというその辺

は分かりかねるところなんですけれども、メ

ディアのほうでも、他県のほうで、保管冷凍

庫とか確保とかの話が動き始めているという

県もあるんですが、県内においてはどのよう

な状況か、教えていただければ助かります。 

 

○樋口薬務衛生課長 薬務衛生課でございま

す。 

 今委員ありました保管設備の件ですけれど

も、今厚労省のほうで3,000個ほど確保する

準備のほうは進めております。各都道府県の

割当てとかそういったものは、今後協議され

るというふうに聞いております。国のほうで

は、県のほうで保管設備を整える必要はない

というふうに聞いております。 

 以上です。 

 

○山口裕委員長 よろしいですか。 

 

○前田敬介委員 はい。 

 

○山口裕委員長 ほかにありませんか。 

 

○池田和貴議長 すみません。今回の冒頭、

部長の方から、御挨拶の中で、今回、新型コ

ロナウイルスのことといわゆる豪雨災害の件

についてお話をいただきました。 

 保育園なんですけれども、保育園は、基本

的にはやっぱり休園をするということが法律

上決められていないので、例えば、感染症の

場合には休園をするとかってあるんですけれ

ども、例えば、こういう豪雨災害を受けたと

きに、やっぱりその休園をするガイドライン

がないので、そういうところにやっぱり行っ

てしまうとか、安全上の問題があると思うん

ですよね。そういった意味で、保育連盟の方

からも、今年度、要望で上がってきてますけ

れども、市町村が決めることだとは思うんで

すが、やはりきちんと災害のときも含めて閉

園ができるような、そういったものをつくっ

ていかなきゃいけないんじゃないかというふ

うに私思ってるんですよ。ぜひそこはお願い

をしたいと思います。もし何かお答えがある

ようであれば、誰かしてもらえれば助かりま

す。 

 

○唐戸子ども・障がい福祉局長 子ども・障

がい福祉局でございます。 

 議長から御指摘のありました件、関係団体

のほうからも要望上がっているところでござ

いますので、またちょっと現場の意見と、ま

た、市町村の意見を伺いながら、園児の安全

と子供の送り迎えの関係あるいはその園の職

員の方の安全というところもございますの

で、今回の豪雨災害の様々な経験も含めて、

どういった形がいいのかよく考えていきたい

と思います。 

 

○池田和貴議長 よろしくお願いします。 

 

○山口裕委員長 ほかにありませんか。 
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  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○山口裕委員長 なければ、これで、その他

の質疑を終了いたします。 

 なければ、本日の議題は全て終了しまし

た。 

 最後に、要望書等が３件提出されておりま

すので、参考としてお手元に写しを配付して

おります。 

 それでは、これをもちまして第６回厚生常

任委員会を閉会いたします。 

 お疲れさまでした。 

  午前11時58分閉会 
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